
三輪の里在宅介護支援センター

【質問】どんなことをしている事業所なの?
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【回答】「居宅介護支援」というサービスを行う事業所です。

「居宅介護支援」って ?

介護を懸要とされる方が、ご自宅で生活を続ける中で適切に

サービスを利用できるようサポート (支援)します。

どんな職種の方がどのようにサポート (支援)して<れるの?

介護の知識を幅広く持つた専門家、ケアマネジャー (介護支

援専門員)がその役害」を担います。

ケアマネジャーは、介護を必要とする方の心身の状況や生活 |

環境を把握した上で、ご本人 。ご家族の意向に基づいてケアプ

ラン (居宅サービス計画)を作成したり、様々な介護サービス

事業者との連絡・調整などを行ったりします。

女性職員 2名 (内 1名専従)と男性職員 1名 (管理者等兼務)

が 在 臓 して お り ま す 。 (平成 28年 5月現在)
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ケフプラン作成などの費用は自ら負担しなければならないの?

ご利用者負担はございません。

三輪の里在宅介護支援センターにケアマネジャーは何人いるの?

80744¨ 46‐ 1801 〒6330017 桜井市慈恩 ■285呑地

ケ7マネジャ=の画田 (にし
だ)こ山口 (ゃ告ぐぢ)です。
いつでもあ気軽にごfa談 くだ
さい。私ごもが真摯に対応させ
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介護支援専門員 倫理綱領

前 文

flた ち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて、利用者の自立した日常生活を支援→
~る

専門職です。

よつて、私たち介護支援専門員は、その―|1識・技能と倫理性の向上が、利用者はもちろん社会全体の利

益に密接に関連していることを認識し、本倫理綱領を制定し、これを遵守することを誓約します.

条文

(自 立支援 )

1 私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護 し、その有する

能力に応 じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本位の立場から支援 していきます。

(利用者の権利擁護 )

2 私たち介護支l―専門員は、常に最善の方法を用いて、利用者の利益と権利を擁護 していきます。

(専門的知識と技術の向上)

3 私たち介護支援専門員は、常に専門知識 技術の向上に努めることにより、介護支援サービスの質

を高め、自己の提供 した介護支援サービスについて、常に専門職 としての責任を負います。また、他

の介護支援専門員やその他専門職と知識や経験の交流を行い、支援方法の改善と専門性の向 卜を図り

ま→.

(公正 中立な立場の堅持)

4 私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、Pl属する事業所 施設の利益に偏

ることなく、公正 中立な立場を堅持 します。

(社会的信頼の確立)

5 私たち介護支援専門員は、提供する介護支援サービスが、利用者の生活に深い関わりを持つ t)ので

あることを鑑み、その果たす重要な役害1を 自覚 し、常に社会の信頼を得られるように努力します.

(秘密保持 )

6 私たち介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関し知 り得た利用者や関係者の秘密を漏

らさぬことを厳守します。

(法令遵守)

7 私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令 通矢口を遵守 します。

(説明責任 )

8 私たち介護支援専門員は、専Fl職 として、介護保険制度の動向及び自己の作成した介護支援計画に

基づいて提供された保健・医療 福祉のサー ビスについて、利用者に適切な方法 わかりやすい表現

を用いて、説明する責任を負います。

(苦情への対応 )

9 私たち介護支援専門員は、千」用者や関係者の意見 要望そして苦情を真摯に受け止め、適切かつ迅

速にその再発防止及び改善を行います。

(他の専門職との連携)

10 私たち介護支援専門員は、介護支援サービスを提供するにあたり、利用者の意向を尊重し、保健医

療サービス及び福祉サービスその他関連するサービスとの有機的な連携を図るよう倉1意工夫を行い、

当該介護支l.サービスを総合的に提供します。

(地域包括ケアの推進 )

11 私たち介護支援専門員は、利用者が地域社会の一員として地域での暮 らしができるよう支援 し、利

用者の生活課題が地域において解決できるよう、他の専門職及び地域住民との協働を行い、よって地

lnk包括ケアを推進 します。

(よ り良い社会づくり′ヽの貢 l■l)

12 私たち介護支援専門員は、介護保険市1度の要として、介護支l‐サービスの質を高めるための推進に

尽力し、より良い社会づくりに貢献 します.


